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●�

は
じ
め
に

　

メ
コ
ン
河
は
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
そ

の
源
流
を
発
し
、
中
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
を
走
る
国
際
河
川
で
あ
る
。
現
在

メ
コ
ン
河
は
こ
れ
ら
の
国
々
の
間
で
国

境
線
を
な
し
、
そ
の
領
土
を
分
断
し
て

い
る
が
、
歴
史
的
に
は
沿
岸
の
人
々
の

水
運
ル
ー
ト
と
し
て
、
そ
の
生
活
を
支

え
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
流
域
諸

国
の
間
で
戦
乱
が
終
息
し
、
経
済
開
発

を
め
ぐ
っ
て
協
力
が
始
ま
る
と
、
メ
コ

ン
河
は
国
際
的
な
経
済
活
動
を
結
ぶ
河

川
水
運
ル
ー
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
現
在
で
は
、
中
国
の
雲
南

省
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
に
あ
る
思

茅
港
か
ら
タ
イ
の
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
港
を

経
て
ラ
オ
ス
の
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ー
ン
ま

で
の
区
間
、
約
八
八
六
キ
ロ
が
国
際
河

川
航
行
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
、

大
メ
コ
ン
圏
協
力
（
Ｇ
Ｍ
Ｓ
）
に
よ
る

道
路
網
や
鉄
道
開
発
が
注
目
さ
れ
て
い

る
が
、
メ
コ
ン
河
の
水
運
ル
ー
ト
も
ま

た
、
中
国
の
内
陸
部
に
あ
る
雲
南
省
か

ら
タ
イ
国
内
の
道
路
網
を
経
て
シ
ャ
ム

湾
を
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
の
一
部
を
な
し
、

流
域
国
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
中
国
は

開
発
に
力
を
注
い
で
き
た
。

　

二
〇
一
一
年
以
降
、
こ
の
メ
コ
ン
河

水
運
ル
ー
ト
の
安
全
を
め
ぐ
り
、
流
域

四
カ
国
の
間
で
新
た
な
協
力
が
始
ま
っ

た
。「
メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
試
み
は
、
メ
コ
ン
川

上
流
域
で
拡
大
す
る
経
済
社
会
的
交
流

が
新
た
な
課
題
を
顕
在
化
さ
せ
、
関
係

国
の
中
央
政
府
に
協
力
の
裾
野
を
広
げ

さ
せ
た
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
以
下

で
は
、「
メ
コ
ン
河
四
カ
国
合
同
法
執

行
パ
ト
ロ
ー
ル
」
の
背
景
と
し
て
メ
コ

ン
河
水
運
航
路
開
発
の
歴
史
と
現
状
を

概
観
す
る
。
そ
し
て
航
行
安
全
保
障
協

力
が
開
始
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
国
際

的
な
事
件
の
詳
細
を
辿
り
、
経
済
開
発

か
ら
安
全
保
障
へ
と
拡
大
し
た
地
域
協

力
発
展
の
契
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

●�

水
運
ル
ー
ト
と
し
て
の
メ
コ
ン

河
⑴
メ
コ
ン
河
国
際
水
運
航
路
の
概
要

　

現
在
、
メ
コ
ン
河
の
国
際
航
路
で
は
、

中
国
雲
南
省
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州

の
景
洪
お
よ
び
関
累
港
か
ら
タ
イ
の
チ

ェ
ン
ラ
イ
県
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
港
ま
で
を

主
な
ル
ー
ト
と
し
て
国
際
貨
物
輸
送
を

行
っ
て
い
る
（
図
１
参
照
）。
メ
コ
ン

河
の
水
量
は
季
節
に
よ
っ
て
大
き
く
変

動
す
る
。
こ
の
た
め
、
水
量
の
多
い
雨

季
の
み
使
用
可
能
な
景
洪
港
に
加
え
、

通
年
で
使
用
で
き
る
港
と
し
て
関
累
港

が
一
九
九
四
年
か
ら
建
設
さ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
景
洪
よ
り
上
流
に
あ
る
雲

南
省
普
洱
市
の
思
茅
港
か
ら
タ
イ
の
チ

ェ
ン
コ
ー
ン
港
ま
で
旅
客
運
輸
も
行
っ

て
い
た
が
、
後
に
述
べ
る
理
由
か
ら
二

〇
一
一
年
を
最
後
に
旅
客
船
の
国
際
運

行
は
停
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
貨

物
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
タ
イ
側
の

資
料
を
基
に
概
観
す
る
と
、
二
〇
〇
四

年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
八
年
間
で

チ
ェ
ン
セ
ー
ン
港
へ
の
国
際
貨
物
船
就

航
数
は
平
均
で
年
間
二
三
三
五
・
五
便
、

輸
送
貨
物
量
は
二
〇
一
五
年
で
過
去
最

大
の
三
七
万
七
二
六
ト
ン
を
記
録
し
て

い
る

⑴
。
雲
南
省
全
域
で
二
〇
一
五
年

に
扱
わ
れ
た
水
運
貨
物
の
総
重
量
六
〇
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図 1　メコン河航路とGMSの南北回廊

（出所）筆者作成。
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二
万
ト
ン
（
雲
南
省

交
通
運
輸
庁
二
〇
一

六
年
一
月
二
一
日
の

発
表
）
と
比
較
す
る

と
、
そ
の
約
六
％
に

あ
た
る
貨
物
が
メ
コ

ン
河
を
経
由
し
て
中

国
と
タ
イ
の
間
を
往

来
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
二
〇
一
一
年
に

発
表
さ
れ
た
橋
谷
に

よ
る
メ
コ
ン
河
水
運

の
研
究
で
は
、
二
〇

〇
九
年
時
点
で
の
雲

南
省
西
双
版
納
タ
イ

族
自
治
州
に
お
け
る

陸
運
、
水
運
、
空
運

の
客
貨
出
入
国
実
績

を
比
較
し
て
い
る（
表

１
、
参
考
文
献
①
、

七
五
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ

に
よ
る
と
、
陸
運
に

よ
る
貨
物
輸
送
が
ベ

ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・

ミ
ャ
ン
マ
ー
陸
上
国

境
経
由
の
ル
ー
ト
を

合
わ
せ
て
三
九
万
五

〇
〇
ト
ン
だ
っ
た
の

に
対
し
、
メ
コ
ン
河

航
路
で
は
二
〇
万
七

二
〇
〇
ト
ン
を
記
録

し
て
い
る
。
こ
の
数
値
を
み
る
限
り
、

メ
コ
ン
河
の
水
運
は
陸
路
輸
送
に
対
す

る
補
完
的
ル
ー
ト
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
。

⑵
何
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
？

　

橋
谷
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
雲
南
省
側

か
ら
み
た
場
合
、
二
〇
〇
九
年
の
時
点

で
雲
南
省
の
最
大
貿
易
相
手
国
は
ミ
ャ

ン
マ
ー
（
金
額
ベ
ー
ス
で
総
額
の
約
一

五
％
）
で
あ
り
、
タ
イ
と
の
貿
易
は
わ

ず
か
約
三
％
に
過
ぎ
な
い
（
参
考
文
献

①
、
七
九
ペ
ー
ジ
）。
タ
イ
税
関
の
資

料
か
ら
み
て
も
、
水
運
に
よ
る
貿
易
が

中
・
タ
イ
間
の
貿
易
総
額
に
占
め
る
割

合
は
、
い
ず
れ
の
年
も
一
％
以
下
と
非

常
に
低
い
（
表
２
）。
ま
た
、
ラ
オ
ス
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
の
貿
易
に
つ
い
て
も
統

額
の
一
〇
％
以
下
を
占
め
る
に
留
ま
っ

て
い
る
。
メ
コ
ン
河
水
運
の
流
域
国
の

貿
易
に
お
け
る
意
義
は
、
金
額
ベ
ー
ス

で
み
た
限
り
、
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
と

は
思
わ
れ
な
い
。

　

メ
コ
ン
河
水
運
に
よ
る
国
際
貿
易
の

内
訳
を
よ
り
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
タ

イ
に
と
っ
て
、
近
隣
の
メ
コ
ン
河
流
域

諸
国
の
う
ち
最
大
の
輸
入
元
は
中
国
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
取
引
額
は
二
〇

一
一
年
を
境
に
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

一
方
タ
イ
か
ら
の
輸
出
は
ラ
オ
ス
、
中

国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
比
較
的
分
散
し
て

お
り
、
特
に
二
〇
一
一
年
以
降
は
最
大

の
輸
出
先
が
中
国
か
ら
ラ
オ
ス
へ
と
変

化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
二
〇

一
二
年
に
起
き
た
出
来
事
の
影
響
だ
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
最
近
ま
で
続

い
て
い
る
点
を
、
こ
こ
で
は
指
摘
し
て

お
く
。

　

で
は
、
実
際
に
メ
コ
ン
河
の
国
際
航

路
で
は
ど
の
よ
う
な
財
が
運
ば
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
表
３
は
、
チ
ェ
ン
セ

ー
ン
港
を
通
過
し
た
タ
イ
か
ら
の
輸
出

入
品
の
う
ち
上
位
五
品
目
の
推
移
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
に

入
っ
て
く
る
も
の
の
う
ち
、
大
半
は
り

ん
ご
や
に
ん
に
く
と
い
っ
た
生
鮮
食
品

が
目
立
つ
。
一
方
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
か
ら

送
り
出
さ
れ
る
の
は
、
乾
燥
ロ
ン
ガ
ン
、

冷
凍
の
鶏
肉
や
牛
肉
、
パ
ー
ム
オ
イ
ル

と
い
っ
た
農
産
品
の
加
工
品
や
、
デ
ィ

ー
ゼ
ル
油
、
加
工
用
天
然
ゴ
ム
と
い
っ

た
工
業
原
料
が
含
ま
れ
る
。

　

現
状
の
取
引
状
況
を
み
る
限
り
、
メ

コ
ン
河
の
貨
物
水
運
ル
ー
ト
は
、
製
造

業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
を
支
え
る
運
輸
網
と
し
て
よ
り
も
、

雲
南
省
と
メ
コ
ン
河
流
域
諸
国
に
か
け

て
展
開
す
る
局
地
的
な
生
活
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
支
え
る
航
路
と
し
て
機
能
し
て

い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

⑶
メ
コ
ン
河
航
路
開
発
の
経
緯

　

現
代
の
メ
コ
ン
河
に
お
け
る
水
運
開

発
の
経
緯
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二

図 1　メコン河航路とGMSの南北回廊表1　西双版納から近隣のメコン流域諸国への出入国の実績
磨憨（陸路）打洛（陸路）景洪（水路）景洪（空路）

貨物輸出入量（万トン） 32.81 6.24 20.72 ──
貨物輸出入量（万ドル） 18,325 4,052 16,440 ──

出入国人数（万人） 64.01 23.69 4.64 1.34
出人国車両・船舶・航空便数 9.88 万台 2.38 万台 0.86 万隻 322 便

（出所）参考文献①、75 ページ。

表 2　タイと他のメコン上流国間の水運貿易内訳推移（単位：100 万バーツ）
会計年度 中国 ラオス ミャンマー

10 月〜９月 水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

二国間
総額

二国間総
額に水運
貿易が占
める割合

（%）

水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

二国間
総額

二国間総
額に水運
貿易が占
める割合

（%）

水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

2011 2,070.0 97.3 90,634.5 0.23 29.9 2.3 3,323.2 0.09 0.0 0.0
2012 485.9 94.3 107,969.0 0.05 26.1 3.2 3,708.7 0.07 3.2 0.6
2013 631.1 96.4 116,204.8 0.05 23.4 3.6 3,981.6 0.06 0.4 0.1
2014 682.9 97.2 120,030.1 0.06 19.6 2.8 4,423.9 0.04 0.0 0.0

会計年度 中国 ラオス ミャンマー

10 月〜９月 水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

二国間
総額

二国間総
額に水運
貿易が占
める割合

（%）

水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

二国間
総額

二国間総
額に水運
貿易が占
める割合

（%）

水運貿易
水運貿易
総額に占
める割合

（%）

二国間
総額

二国間総
額に水運
貿易が占
める割合

（%）
2011 3,873.0 43.1 78,291.3 0.49 2,869.7 31.9 7,745.4 3.71 2,250.9 25.0 7,661.2 2.94 
2012 4,210.5 37.8 81,141.3 0.52 4,289.0 38.5 10,642.7 4.03 2,638.0 23.7 9,589.0 2.75 
2013 3,509.0 28.5 79,336.8 0.44 6,100.0 49.5 11,165.1 5.46 2,716.6 22.0 10,916.8 2.49 

　2014 ＊ 3,352.7 24.8 83,544.8 0.40 6,894.7 51.0 12,484.6 5.52 3,286.0 24.3 13,336.9 2.46 
（注）＊ 2014 年輸出額は暫定値。
（出所）チェンセーン税関資料およびタイ税関局より、筆者作成。
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表３　チェンセーン港における輸出入上位品目の推移（金額ベース）
輸入 1 2 3 4 5

2007
生鮮野菜 りんご 梨 ざくろ にんにく

重量 20,602 13,313 6,638 5,178 743
金額 298 126 86 74 64

2008
生鮮野菜 生ざくろ マンガン精

製原料 生りんご にんにく

重量 24,342 12,004 1,417 5,945 6,688
金額 340 141 108 68 58

2009
生鮮野菜 生ざくろ 生りんご 花火 梨

重量 17,609 17,015 13,444 4,137 4,572
金額 264 252 150 63 55

2010
ざくろ 生鮮野菜 りんご 生にんにく ひまわりの

種
重量 27,257 6,631 9,479 6,078 3,175
金額 243 94 88 48 45

2011
ざくろ ひまわりの

種 にんにく 花火 しいたけ

重量 23,432 6,277 9,425 5,021 130
金額 253 92 80 77 62

2012
生ざくろ 乾燥ネギ ひまわりの

種 花火 加工チーク
材

重量 12,053 970 2,472 1,589 1,170
金額 138 66 38 27 26

2013
生ざくろ ひまわりの

種
加工チーク

材
かぼちゃの

種 りんご

重量 18,468 2,813 2,652 289 2,469
金額 205 94 31 37 25

2014
ざくろ ひまわりの

種 ジャガイモ にんにく かぼちゃの
種

重量 15,065 3,875 2,239 4,245 175
金額 167 160 48 37 35

2015
生ざくろ 生にんにく ひまわりの

種
乾燥にんに

く ジャガイモ

重量 11,065 8,437 2,537 2,287 1,991
金額 124 121 112 51 24

（注）重量の単位はトン、金額の単位は 100 万バーツ。
（出所）チェンセーン税関資料より、筆者作成。

輸出 1 2 3 4 5

2007
乾燥ロンガン パームオイル ゴム糸 クレープゴム 植物油

重量 53,943 21,484 3,903 5,029 8,141
金額 1,006 560 367 283 253

2008

パームオイ
ル 工業用車両 栄養ドリン

ク
乾燥ロンガ

ン 生活用品

重量 32,794 3,042 12,894 13,825 5,329
金額 1,182 350 328 287 287

2009
パームオイル 中古車 栄養ドリンク 乾燥ロンガン 天然ゴムシート

重量 24,829 4,730 13,228 10,256 4,594
金額 763 721 397 264 244

2010
中古車 天然ゴムシ

ート
栄養ドリン

ク
冷凍鶏肉（分

解） 味の素

重量 4,259 7,839 11,785 5,126 2,826
金額 609 577 371 219 206

2011

パームオイ
ル

栄養ドリン
ク 冷凍水牛肉 新車 中古車

重量 22,693 18,135 6,098 841 2,492
金額 898 572 517 490 417

2012
冷凍水牛肉 豚（生体） 新車 パームオイ

ル 変速機軸

重量 12,667 12,735 1,082 18,145 1,692
金額 1,022 635 621 620 577

2013
冷凍水牛肉 パームオイ

ル 肉牛（生体） 天然ゴムシ
ート 新車

重量 28,761 19,841 14,924 5,646 1,779
金額 2,053 595 572 498 443

2014
肉牛（生体） ディーゼル

油 冷凍水牛肉 天然ゴムシ
ート 砂糖

重量 20,347 23,797 6,670 8,102 42,415
金額 901 743 681 596 593

2015

冷凍鶏肉（分
解） 水牛肉類 肉牛（生体） 豚（生体） ディーゼル

油
重量 35,400 11,906 20,654 18,343 44,513
金額 2,585 1,379 1,082 948 843

九
日
に
中
国
の
貨
物
船
が
雲
南
省
景
洪

か
ら
タ
イ
の
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
を
経
て
、

ラ
オ
ス
の
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
郊
外
の
ラ
ク

シ
ー
ま
で
、
初
め
て
河
川
航
行
を
成
功

さ
せ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
カ
ン
ボ

ジ
ア
紛
争
が
終
結
し
た
の
は
一
九
九
一

年
で
あ
り
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
が
提
唱
さ
れ
た
の

が
九
二
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
と
中
国
に
よ
る
航
路
探
査
は
メ
コ
ン

地
域
開
発
の
歴
史
の
非
常
に
早
い
時
期

に
行
わ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

後
、
一
九
九
三
年
に
は
中
国
政
府
と
ラ

オ
ス
政
府
の
間
で
メ
コ
ン
河
水
運
航
行

に
関
す
る
協
定
の
交
渉
が
始
ま
り
、
一

九
九
四
年
に
両
国
間
で
客
貨
運
輸
に
関

す
る
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
そ
の
後
一

九
九
七
年
に
は
中
国
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
間

で
同
様
の
協
定
が
結
ば
れ
た
の
を
経
て
、

二
〇
〇
〇
年
に
中
国
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
タ
イ
の
間
で
「
瀾
滄
江
―
メ

コ
ン
河
商
船
通
航
協
定
」
が
締
結
さ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
雲
南
省
の
思
茅

港
か
ら
ラ
オ
ス
の
ル
ア
ン
プ
ラ
バ
ー
ン

ま
で
の
八
八
六
キ
ロ
の
河
川
が
国
際
航

路
と
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
メ
コ
ン
河
の
中
国
―
ラ
オ

ス
間
の
航
路
は
浅
瀬
が
多
い
た
め
、
大

型
船
の
航
行
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
中
国
政
府
が

出
資
し
て
メ
コ
ン
河
の
上
流
域
で
大
規

模
浚
渫
を
含
む
航
路
整
備
計
画
を
実
施

し
た
。
ま
た
中
国
領
内
を
流
れ
る
メ
コ

ン
河
に
は
六
カ
所
の
水
力
発
電
ダ
ム
が

建
設
さ
れ
て
い
る
。
宇
佐
波
に
よ
る
詳

細
な
メ
コ
ン
河
航
行
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
報
告
で
は
、
乾
期
で
河
の
水
量
が
減

っ
て
船
舶
の
航
行
が
難
し
い
際
に
、
中

国
の
ダ
ム
管
理
当
局
が
こ
れ
ら
の
ダ
ム

か
ら
放
水
を
行
い
、
水
位
を
上
げ
て
航

行
さ
せ
る
と
い
う
実
態
が
記
録
さ
れ
て

い
る
（
参
考
文
献
②
、
一
一
四
～
一
一

六
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
よ
う
に
メ
コ
ン
河

の
貨
物
船
の
た
め
の
航
路
整
備
や
航
行

支
援
は
、
中
国
政
府
あ
る
い
は
雲
南
省

政
府
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
る
。
中
国
の
Ｇ
Ｍ
Ｓ
政
策
は
、

従
来
「
西
部
大
開
発
」
と
の
関
連
で
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
沿
海
部
と
内

陸
地
域
の
経
済
格
差
は
中
国
国
内
で
一

九
九
〇
年
代
末
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
二
〇
〇
〇
年
に
全
国
人
民
代
表
大

会
で
正
式
に
計
画
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。

こ
れ
を
期
と
し
て
中
国
は
メ
コ
ン
地
域

で
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
と
電
力
エ
ネ
ル
ギ

ー
開
発
に
積
極
化
し
た
と
し
ば
し
ば
説

明
さ
れ
る
が
、
メ
コ
ン
河
の
水
運
航
路

開
発
に
関
す
る
限
り
、
中
国
は
一
九
九

〇
年
代
の
初
頭
か
ら
積
極
的
に
リ
ー
ド

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
中
国
に
と

っ
て
メ
コ
ン
河
の
水
運
ル
ー
ト
が
こ
れ

ほ
ど
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由

を
、
メ
コ
ン
河
流
域
の
広
域
開
発
計
画
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メコン河における国際河川航行協力の展開―水運航路開発から航行安全保障へ―

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）
に
よ

る
Ｇ
Ｍ
Ｓ
計
画
の
経
済
回
廊
計
画
の
な

か
で
は
、
景
洪
（
関
累
）
―
チ
ェ
ン
コ

ー
ン
間
の
メ
コ
ン
河
航
路
を
中
国
、
ラ

オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
を
結
ぶ
南

北
経
済
回
廊
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
チ
ェ
ン

セ
ー
ン
港
は
、
タ
イ
政
府
が
提
示
し
た

中
国
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
間
の
貿
易
を
促
す

国
境
経
済
特
区
の
一
つ
と
し
て
港
湾
機

能
の
拡
大
、
強
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た

（
参
考
文
献
③
）。
南
北
回
廊
計
画
で
は
、

雲
南
省
の
昆
明
市
か
ら
磨
憨
を
経
て
ラ

オ
ス
を
経
由
し
、
タ
イ
の
チ
ェ
ン
コ
ー

ン
ま
で
の
ル
ー
ト
を
結
ぶ
陸
路
の
建
設

が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
ラ
オ
ス
の

フ
ア
イ
サ
ー
イ
と
対
岸
の
チ
ェ
ン
コ
ー

ン
の
間
に
は
、
中
国
と
タ
イ
の
協
力
に

よ
り
、
第
四
タ
イ
・
ラ
オ
ス
友
好
橋
が

完
成
し
て
い
る
。
し
か
し
二
〇
一
三
年

ま
で
陸
路
を
経
由
し
て
き
た
ト
ラ
ッ
ク

は
、
フ
ア
イ
サ
ー
イ
・
チ
ェ
ン
コ
ー
ン

間
で
一
端
荷
を
下
ろ
し
て
渡
し
船
に
積

み
替
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
陸
路
に

よ
る
南
北
回
廊
輸
送
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

と
な
っ
て
い
た
（
参
考
文
献
④
、
一
二

～
一
八
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
に
対
し
、
チ

ェ
ン
セ
ー
ン
港
ま
で
船
舶
で
輸
送
し
、

積
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
量

の
貨
物
を
チ
ェ
ン
コ
ー
ン
経
由
で
シ
ャ

ム
湾
に
面
し
た
レ
ー
ム
チ
ャ
バ
ン
海
港

ま
で
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
通
し
か
ら
、
メ
コ
ン
河
の

水
運
は
陸
路
に
よ
る
中
国
と
他
の
メ
コ

ン
流
域
諸
国
間
の
運
輸
網
の
補
完
的
機

能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

●
「
メ
コ
ン
河
の
惨
劇
」

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
中
国
が
リ
ー
ド

す
る
形
で
進
め
て
き
た
メ
コ
ン
河
航
路

開
発
だ
が
、
二
〇
一
一
年
に
大
き
な
転

機
と
な
る
出
来
事
が
起
き
る
。
こ
の
事

件
は
、
そ
れ
ま
で
イ
ン
フ
ラ
開
発
や
貿

易
促
進
に
力
点
を
置
い
て
メ
コ
ン
河
の

航
路
開
発
を
進
め
て
き
た
流
域
諸
国
に
、

あ
ら
た
な
課
題
を
突
き
つ
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
以
下
で
は
、「
メ
コ
ン
河
の

惨
劇
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
事
件
の
概
要

を
辿
り
、
そ
の
課
題
を
整
理
す
る
。

⑴
事
件
の
経
緯

　

メ
コ
ン
河
の
国
際
航
路
は
、「
黄
金

の
三
角
地
帯
」
を
貫
く
形
で
通
っ
て
い

る
。「
黄
金
の
三
角
地
帯
」
と
は
メ
コ

ン
河
上
流
に
位
置
す
る
タ
イ
と
ラ
オ
ス
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
境
地
帯
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
一
九
世
紀
か
ら
山
地
民
に
よ
る

ケ
シ
や
大
麻
の
栽
培
や
ア
ヘ
ン
の
生
成

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
は
国
共
内
戦
に
よ
り
中

国
共
産
党
に
追
わ
れ
た
中
国
国
民
党
が

現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
領
シ
ャ
ン
州
に
拠

点
を
置
き
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
と
対
峙
し

た
。
ま
た
シ
ャ
ン
、
カ
チ
ン
、
ワ
と
い

っ
た
少
数
民
族
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
軍

に
対
し
て
蜂
起
し
、
現
在
も
国
境
沿
い

の
一
部
の
領
域
を
支
配
下
に
置
い
て
闘

争
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
治

社
会
的
に
複
雑
な
歴
史
を
辿
っ
た
「
黄

金
の
三
角
地
帯
」
で
は
、
現
在
も
タ
イ
、

ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
三
カ
国
政
府
に

よ
る
統
治
が
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
麻
薬

密
売
や
武
装
組
織
が
活
発
に
活
動
し
て

い
る
。
近
年
で
は
三
カ
国
の
政
府
や
国

連
薬
物
・
犯
罪
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
）

な
ど
の
国
際
機
関
に
よ
る
国
境
警
備
や

麻
薬
取
引
摘
発
、
麻
薬
代
替
作
物
の
普

及
と
い
っ
た
対
策
が
進
み
、「
黄
金
の

三
角
地
帯
」
を
含
む
メ
コ
ン
河
航
路
周

辺
で
は
カ
ジ
ノ
や
ホ
テ
ル
な
ど
の
観
光

施
設
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ジ
ノ
に

お
け
る
詐
欺
や
誘
拐
と
い
っ
た
犯
罪
行

為
が
し
ば
し
ば
報
告
さ
れ
る
他
、
北
朝

鮮
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
か
ら
脱
出

し
た
人
々
が
タ
イ
へ
向
か
う
際
の
ル
ー

ト
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
依
然
と
し
て

中
央
政
府
の
法
の
目
が
届
き
に
く
い
領

域
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
黄
金
の
三
角
地
帯
」
で
、
二

〇
一
一
年
一
〇
月
五
日
、
メ
コ
ン
河
を

航
行
し
て
い
た
中
国
籍
の
貨
物
船
が
武

装
集
団
の
襲
撃
を
受
け
る
と
い
う
事
件

が
発
生
し
た
。
同
月
九
日
に
雲
南
省
政

府
外
事
弁
公
室
が
行
っ
た
発
表
に
よ
る

と
、
武
装
集
団
は
襲
撃
後
に
ラ
オ
ス
国

軍
か
ら
の
通
報
を
受
け
て
出
動
し
た
タ

イ
陸
軍
部
隊
と
、
タ
イ
領
チ
ェ
ン
ラ
イ

県
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
付
近
の
メ
コ
ン
河
上

で
交
戦
し
、
一
人
が
射
殺
さ
れ
他
の
四

人
は
逃
走
し
た
。
押
収
さ
れ
た
二
隻
の

貨
物
船
か
ら
は
、
約
三
〇
〇
万
米
ド
ル

相
当
の
覚
醒
剤
九
〇
万
錠
余
り
が
発
見

さ
れ
た
⑵

。
さ
ら
に
襲
撃
後
に
行
方
不

明
と
な
っ
て
い
た
一
三
名
の
中
国
人
乗

組
員
は
、
後
日
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
警
察
の

捜
査
で
い
ず
れ
も
遺
体
と
な
っ
て
発
見

さ
れ
た

⑶
。
一
三
名
は
目
隠
し
と
手
錠

を
施
さ
れ
た
ま
ま
射
殺
さ
れ
、
メ
コ
ン

河
に
遺
棄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
無
惨
な

様
子
を
写
し
た
写
真
が
中
国
や
タ
イ
国

内
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
さ
れ

た
。
と
り
わ
け
中
国
は
、
被
害
者
の
出

身
国
で
あ
り
事
件
へ
の
反
響
は
大
き
か

っ
た
。
折
し
も
同
年
は
中
東
諸
国
で
の

反
体
制
運
動
が
活
発
化
し
、
中
国
政
府

は
中
東
諸
国
に
お
け
る
在
外
国
民
の
安

全
保
護
に
力
を
注
い
で
い
た
時
期
に
あ

た
る
。
メ
コ
ン
河
の
船
舶
襲
撃
事
件
は
、

そ
う
し
た
中
国
政
府
に
よ
る
在
外
国
民

の
保
護
責
任
能
力
に
疑
問
を
投
げ
か
け

る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

事
件
を
受
け
て
、
雲
南
省
政
府
は
メ
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コ
ン
河
に
お
け
る
す
べ
て
の
船
舶
の
運

航
を
一
時
停
止
し
た

⑷
。
ま
た
中
国
国

務
院
外
交
部
は
一
〇
日
に
通
常
記
者
会

見
で
事
件
の
概
要
を
公
表
し
、
北
京
駐

在
の
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
の

大
使
を
召
喚
し
て
、
厳
重
な
抗
議
と
と

も
に
メ
コ
ン
河
を
航
行
す
る
中
国
国
民

の
保
護
と
捜
査
へ
の
協
力
を
求
め
た

⑸
。

一
四
日
に
は
雲
南
省
西
双
版
納
州
公
安

局
の
幹
部
が
、
二
四
日
に
は
中
国
国
務

院
公
安
部
長
が
渡
タ
イ
し
、
タ
イ
国
家

警
察
と
の
合
同
捜
査
を
行
っ
た

⑹
。

　

タ
イ
国
家
警
察
は
当
初
、
船
の
強
奪

が
タ
イ
領
内
で
は
な
く
メ
コ
ン
河
上
の

ミ
ャ
ン
マ
ー
・
ラ
オ
ス
国
境
地
帯
で
起

き
た
と
主
張
し
、
容
疑
者
と
し
て
ミ
ャ

ン
マ
ー
国
籍
の
シ
ャ
ン
人
で
違
法
薬
物

密
輸
組
織
の
首
領
と
し
て
既
に
指
名
手

配
さ
れ
て
い
た
ノ
ー
カ
ム
（N

aw
 

K
ham

 

ま
た
はN

or K
ham

）
の
名
前

を
挙
げ
た

⑺
。
し
か
し
一
〇
月
二
八
日

に
な
っ
て
、
警
察
は
タ
イ
陸
軍
第
三
管

区
に
属
す
る
「
パ
ー
ム
ア
ン
・
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
」
所
属
の
陸
軍
将
兵
ら
九
名

が
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
警
察
署
に
自
首
し
て

き
た
こ
と
を
公
表
、
将
兵
ら
を
一
三
名

の
船
員
殺
害
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
。
一

方
、
事
件
の
容
疑
者
と
し
て
指
名
手
配

さ
れ
て
い
た
ノ
ー
カ
ム
は
、
二
〇
一
二

年
四
月
二
七
日
に
ラ
オ
ス
領
ボ
ケ
ー
オ

県
ト
ン
プ
ー
ン
で
仲
間
と
共
に
潜
伏
し

て
い
た
と
こ
ろ
を
ラ
オ
ス
陸
軍
に
よ
っ

て
逮
捕
さ
れ
た
。
ノ
ー
カ
ム
ら
は
五
月

一
〇
日
に
ラ
オ
ス
か
ら
中
国
へ
移
送
さ

れ
、
中
国
国
内
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。
九
月
二
〇
日
に
始
ま
っ
た

雲
南
省
中
級
人
民
裁
判
所
で
の
審
理
で

ノ
ー
カ
ム
は
自
身
の
殺
人
容
疑
を
否
認

し
た
も
の
の
、
一
一
月
六
日
に
故
意
の

殺
人
、
麻
薬
密
売
な
ど
の
罪
で
他
の
四

名
の
被
告
と
と
も
に
死
刑
判
決
を
受
け

た
。
ノ
ー
カ
ム
ら
は
雲
南
省
高
級
人
民

裁
判
所
へ
上
告
し
た
が
、
一
二
月
二
六

日
に
訴
え
が
棄
却
さ
れ
て
刑
が
確
定
し
、

二
〇
一
三
年
三
月
一
日
に
死
刑
が
執
行

さ
れ
た

⑻
。

⑵
「
九
名
の
タ
イ
国
軍
将
兵
」
問
題

　

こ
の
よ
う
に
ノ
ー
カ
ム
の
処
刑
に
よ

り
落
着
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
メ
コ

ン
河
の
惨
劇
だ
が
、
実
際
に
は
現
在
も

未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ

が
、
事
件
の
捜
査
過
程
で
逮
捕
さ
れ
た

九
名
の
タ
イ
陸
軍
将
兵
に
対
す
る
法
的

責
任
の
追
及
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
と

お
り
、
タ
イ
国
家
警
察
は
事
件
発
生
当

初
、
ノ
ー
カ
ム
と
そ
の
一
味
を
犯
人
と

す
る
見
解
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
事
件
発
生
か
ら
半
月
以

上
を
経
て
「
パ
ー
ム
ア
ン
・
タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
」
の
将
兵
二
名
を
含
む
九
名
が

一
三
名
の
船
員
殺
害
の
容
疑
で
出
頭
し

た
と
し
、
チ
ェ
ン
ラ
イ
県
警
察
で
身
柄

を
拘
束
し
て
い
る

⑼
。「
パ
ー
ム
ア
ン
・

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
は
事
件
当
日
に
武

装
集
団
と
交
戦
し
た
と
さ
れ
る
部
隊
で

あ
り
、国
境
地
帯
で
の
違
法
薬
物
取
引
・

組
織
犯
罪
対
策
を
任
務
と
し
て
陸
軍
内

に
二
〇
〇
一
年
に
設
置
さ
れ
た
組
織
で

あ
る
。
そ
の
将
兵
が
麻
薬
取
引
に
関
わ

る
殺
人
事
件
の
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ

れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
タ
イ
国
内
の

治
安
担
当
組
織
の
対
応
に
は
温
度
差
が

あ
っ
た
。
事
件
の
解
明
を
急
い
だ
の
は

警
察
で
あ
る
。
チ
ャ
ル
ウ
ム
・
ユ
ー
バ

ム
ル
ン
内
務
担
当
副
大
臣
は
、
九
名
が

逮
捕
さ
れ
た
翌
日
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
対

し
こ
れ
ら
の
将
兵
が
事
件
に
関
与
し
た

と
い
う
「
確
た
る
証
拠
」
が
あ
る
と
説

明
し
た

⑽
。
対
照
的
に
、
プ
ラ
ユ
ッ
ト
・

チ
ャ
ン
オ
ー
チ
ャ
ー
陸
軍
司
令
官
は
、

一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
た
記
者
団
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
九
名
の
将
兵
の
容
疑
自

体
を
否
認
し
た

⑾
。
二
〇
一
二
年
に
は

タ
イ
下
院
安
全
保
障
委
員
会
と
外
交
委

員
会
が
合
同
で
事
件
の
調
査
を
開
始
し
、

八
月
に
報
告
書
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、

報
告
書
は
九
名
の
将
兵
の
殺
人
へ
の
関

与
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
司
法
の
管
轄

事
項
で
あ
り
、
権
限
外
と
し
て
保
留
し

て
い
る

⑿
。

　

こ
う
し
て
タ
イ
政
府
内
で
事
件
を
め

ぐ
る
見
解
が
ま
と
ま
ら
な
い
ま
ま
、
主

犯
と
さ
れ
た
ノ
ー
カ
ム
ら
の
裁
判
が
中

国
で
始
ま
っ
た
。
二
〇
一
二
年
九
月
に

行
わ
れ
た
第
一
審
で
、
ノ
ー
カ
ム
は
自

身
の
殺
人
容
疑
を
否
定
し
、
一
三
名
の

殺
人
を
実
行
し
た
の
は
九
名
の
タ
イ
国

軍
将
兵
だ
と
主
張
し
た

⒀
。
同
年
一
一

月
に
雲
南
省
中
級
人
民
裁
判
所
が
下
し

た
判
決
は
ノ
ー
カ
ム
を
主
犯
と
し
て
い

た
も
の
の
、
九
名
の
タ
イ
将
兵
の
事
件

関
与
を
認
め
て
お
り
、
九
名
の
法
的
責

任
追
及
は
不
可
避
と
な
っ
た
。
タ
イ
国

家
警
察
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
第
一

審
の
段
階
で
九
名
の
容
疑
者
ら
の
関
与

を
認
め
、
同
年
内
に
タ
イ
国
内
で
刑
事

告
訴
す
る
と
、
中
国
メ
デ
ィ
ア
に
発
表

し
た

⒁
。

　

タ
イ
と
中
国
は
一
九
九
三
年
に
犯
罪

人
引
き
渡
し
条
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、

そ
の
第
五
条
は
双
方
の
政
府
に
対
し
自

国
民
の
引
き
渡
し
を
拒
否
す
る
権
利
を

約
束
し
て
い
る

⒂
。
つ
ま
り
現
状
で
は
、

法
的
に
は
タ
イ
国
民
で
あ
る
九
名
の
容

疑
者
の
法
的
責
任
追
及
は
タ
イ
の
主
権

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
中
国
政
府
は
タ
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イ
政
府
に
対
し
て
司
法
的
対
応
を
促
し
、

タ
イ
国
内
で
の
裁
判
に
協
力
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

タ
イ
国
内
に
お
け
る
九
名
の
タ
イ
将
兵

の
法
的
責
任
追
及
は
、
民
事
・
刑
事
と

も
に
現
在
に
至
る
ま
で
実
施
さ
れ
た
様

子
は
確
認
で
き
ず
、
タ
イ
政
府
は
こ
の

件
に
つ
い
て
沈
黙
を
続
け
て
い
る
。

　

中
国
の
国
民
が
、
こ
う
し
た
タ
イ
政

府
の
対
応
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
ノ
ー
カ
ム
の
処

刑
直
後
に
は
、
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
、

海
外
か
ら
も
批
判
の
声
が
上
が
っ
た

⒃
。

ま
た
、
二
〇
一
四
年
に
は
中
国
国
内
で

『
メ
コ
ン
河
の
大
事
件
』（
原
題
：
湄
公

河
大
案
）
と
題
す
る
刑
事
ド
ラ
マ
が
放

映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
中
央
電

視
台
が
国
務
院
公
安
部
、
雲
南
省
公
安

庁
の
協
力
で
メ
コ
ン
河
の
惨
劇
を
テ
ー

マ
に
制
作
し
た
連
続
ド
ラ
マ
で
あ
り
、

同
年
七
月
に
は
中
央
電
視
台
総
合
チ
ャ

ン
ネ
ル
で
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ア
ワ
ー
に
あ

た
る
七
時
台
に
三
五
回
に
わ
た
っ
て
放

映
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
六
年
一
〇

月
一
日
に
は
、
メ
コ
ン
河
の
惨
劇
を
扱

っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
が
公
開
さ
れ
た
。

O
peration M

ekong

（
中
国
語
：
湄

公
河
行
動
）
と
題
す
る
こ
の
映
画
は
、

中
国
の
大
型
連
休
期
間
に
合
わ
せ
て
世

界
数
カ
国
で
同
時
公
開
さ
れ
た
も
の
の
、

タ
イ
で
は
公
開
直
前
に
検
閲
対
象
と
な

り
、
事
実
上
の
上
映
差
し
止
め
と
な
っ

て
い
る

⒄
。
こ
の
よ
う
に
事
件
か
ら
五

年
を
経
た
今
も
、
メ
コ
ン
河
の
惨
劇
は
、

中
国
と
タ
イ
の
間
で
わ
だ
か
ま
り
を
残

し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ば
か
り
か
、
す

で
に
み
た
よ
う
に
、
中
国
・
タ
イ
間
で

行
わ
れ
る
貨
物
の
水
運
輸
送
に
と
っ
て

も
障
害
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が

わ
れ
る
。

●�

メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル

　

メ
コ
ン
河
の
惨
劇
は
国
際
河
川
に
お

け
る
航
行
の
安
全
保
障
と
い
う
新
た
な

課
題
を
関
係
国
政
府
に
突
き
つ
け
た
。

中
国
政
府
は
事
件
発
生
か
ら
ほ
ぼ
一
カ

月
後
の
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
、

ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
か
ら
公

安
担
当
閣
僚
を
北
京
に
招
待
し
、
メ
コ

ン
河
に
お
け
る
航
行
の
安
全
保
障
と
犯

罪
対
策
に
関
す
る
協
議
を
行
っ
た
。「
メ

コ
ン
河
法
執
行
・
安
全
協
力
会
議
」
と

題
し
た
こ
の
会
議
で
、
四
カ
国
の
閣
僚

ら
は
「
メ
コ
ン
川
流
域
に
お
け
る
法
の

執
行
と
安
全
協
力
に
関
す
る
共
同
声

明
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
な
か
で
各
国

関
係
は
、
メ
コ
ン
河
の
惨
劇
の
捜
査
を

徹
底
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、「
メ
コ
ン

河
流
域
の
人
民
の
生
命
と
財
産
の
安
全

保
障
が
、
関
係
国
の
共
同
の
願
い
」
で

あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、そ
の
た
め
に「
テ

ロ
リ
ズ
ム
や
違
法
薬
物
取
引
、
不
法
入

国
、
密
輸
や
女
性
、
子
ど
も
の
人
身
取

引
と
い
っ
た
越
境
的
犯
罪
対
策
を
強
化

す
る
」
こ
と
を
謳
っ
た

⒅
。

　

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
制
度
が
、
メ

コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
（
中
国
語
：

中
老
缅
泰
湄
公
河
联
合
巡
逻
执
法
）
で

あ
る
。
中
国
政
府
は
、
二
〇
一
一
年
一

二
月
一
〇
日
に
関
累
市
の
メ
コ
ン
河
畔

に
「
メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
司
令

部
」
を
設
置
し
、
一
三
日
に
第
一
回
四

カ
国
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
た
。

以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
こ
の
制
度

は
、
四
カ
国
の
警
察
（
正
確
に
は
水
上

警
察
）

⒆
が
年
に
数
回
、
メ
コ
ン
河
の

関
累
か
ら
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
ま
で
合
同
で

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
他
、
違
法
薬
物
や

武
器
の
取
引
、
密
輸
や
不
法
入
国
と
い

っ
た
違
法
行
為
を
摘
発
す
る
も
の
で
あ

る
。
中
国
国
務
院
公
安
部
の
発
表
に
よ

れ
ば
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
五
日
現

在
ま
で
に
「
黄
金
の
三
角
地
帯
」
を
中

心
に
五
一
回
の
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

い
、
四
カ
国
で
七
六
三
〇
人
の
担
当
者

と
三
六
五
隻
の
捜
査
船
が
参
加
し
、
七

一
八
隻
の
船
を
臨
検
し
、
約
八
五
〇
隻

の
商
船
を
護
衛
、
一
八
三
隻
を
救
助
し

た
⒇

。
ま
た
こ
う
し
た
実
務
レ
ベ
ル
で

の
協
力
の
他
、
ラ
オ
ス
の
ム
ア
ン
モ
ー

ン
に
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
連
絡

拠
点
を
設
置
し
た
他
、
タ
イ
国
内
で
公

安
、
安
全
保
障
、
お
よ
び
外
交
関
係
者

か
ら
な
る
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
国
家
委
員

会
を
設
置
す
る
な
ど
、
各
国
内
で
の
制

度
作
り
も
試
み
ら
れ
て
い
る
（
表
４
参

照
）。

　

法
律
上
の
視
点
か
ら
み
た
場
合
、
召

喚
令
状
の
発
給
、
捜
査
に
関
連
す
る
文

書
提
出
命
令
の
送
達
や
執
行
、
事
件
の

捜
査
や
犯
人
逮
捕
と
い
っ
た
犯
罪
捜
査

に
か
か
わ
る
権
限
は
国
家
管
轄
権
の
一

部
で
あ
り
、
通
常
特
別
な
ル
ー
ル
や
相

手
国
の
同
意
が
な
い
限
り
、
政
府
は
自

国
の
領
域
外
で
こ
れ
ら
の
措
置
を
行
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
メ
コ
ン
河
合
同
パ

ト
ロ
ー
ル
で
は
、
四
カ
国
の
公
安
担
当

組
織
が
合
同
で
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
う
し
た
国
際
法
上
の
限
界
を
乗
り
越

え
て
治
安
維
持
の
た
め
警
察
が
協
力
す

る
試
み
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

メ
コ
ン
流
域
に
お
け
る
警
察
協
力
と

し
て
み
た
場
合
、
メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト

ロ
ー
ル
に
は
先
例
が
あ
る
。
メ
コ
ン
流

域
の
う
ち
中
国
を
除
く
五
カ
国
の
間
で

は
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
の
も
と
で
越
境
的
犯

罪
対
策
の
た
め
の
国
境
管
理
を
め
ぐ
る

国
際
協
力
（Partnership against 

T
ransnational-crim

e through 
R

egional O
rganized L

aw
-

enforcem
ent

：
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｌ
）
を

実
施
し
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
一

五
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
の
事
業

は
、
国
境
の
合
同
管
理
に
重
点
を
置
い
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て
警
察
や
出
入
国
管
理
局
と
い
っ
た
機

関
の
国
内
連
携
と
国
際
協
力
を
試
み
て

き
た
。
具
体
的
に
は
国
境
連
絡
事
務
所

（Border Liaison O
ffi

ce

）
と
い
わ
れ

る
国
境
管
理
と
治
安
維
持
に
関
わ
る
機

関
の
連
絡
事
務
所
を
国
境
の
両
側
に
設

置
し
、
関
係
当
局
が
中
央
官
庁
を
経
ず

に
直
接
共
同
行
動
を
と
れ
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

Ｌ
の
活
動
は
二
〇
一
四
年
末
に
終
了
し

て
い
る
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
と
中
国
の
間

で
は
、
活
動
期
間
中
の
二
〇
一
四
年
に

中
国
国
家
麻
薬
対
策
委
員
会
弁
公
室
長

と
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
の
担
当
責
任
者
と
が
、

違
法
薬
物
対
策
に
関
し
て
メ
コ
ン
地
域

で
の
協
力
に
合
意
す
る
と
発
表
し
た
ほ

か
、
二
〇
一
六
年
に
は
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
に

よ
る
「
黄
金
の
三
角
地
帯
」
で
の
メ
コ

ン
流
域
五
カ
国
の
共
同
パ
ト
ロ
ー
ル
に

中
国
国
家
麻
薬
対
策
委
員
会
弁
公
室
副

主
任
が
参
加
す
る
な
ど
、
協
調
に
向
け

た
動
き
も
み
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
二
〇
一
五
年
に
は
メ

コ
ン
河
法
執
行
・
安
全
協
力
閣
僚
級
会

議
が
ふ
た
た
び
北
京
で
開
催
さ
れ
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
と
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
も
公
安
担

当
の
閣
僚
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
正

式
に
招
待
さ
れ
た

�
。
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
の

枠
組
み
に
基
づ
く
国
境
管
理
協
力
に
活

動
が
拡
大
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
現

行
の
中
国
主
導
に
よ
る
合
同
パ
ト
ロ
ー

ル
を
軸
と
し
た
活
動
が
ベ
ー
ス
と
な
る

の
か
は
不
明
だ
が
、
メ
コ
ン
流
域
の
安

全
保
障
問
題
を
め
ぐ
る
協
力
は
、
す
べ

て
の
流
域
国
を
巻
き
込
ん
で
制
度
化
さ

れ
つ
つ
あ
る
。

●�

お
わ
り
に
―
経
済
開
発
か
ら
河

川
航
行
の
安
全
保
障
へ
―

　

本
稿
で
は
、
メ
コ
ン
河
国
際
航
路
を

め
ぐ
る
流
域
国
間
の
協
力
が
、
経
済
開

発
か
ら
航
行
の
安
全
保
障
問
題
へ
と
拡

大
し
て
き
た
様
子
を
辿
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
は
あ
る
実
務
的
分
野
で
の
協
力

（
航
路
・
経
済
開
発
）
が
他
の
分
野
（
航

行
の
安
全
保
障
協
力
）
に
拡
大
し
た
様

子
が
観
察
さ
れ
る
。
メ
コ
ン
流
域
諸
国

は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
開
発
の
た

め
の
協
力
を
開
始
し
、
以
後
停
滞
す
る

こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
後
退
さ
せ
る

こ
と
な
く
活
動
を
続
け
て
き
た
。
地
域

的
な
協
力
が
ど
う
い
う
契
機
で
い
か
に

し
て
発
展
・
拡
大
す
る
の
か
と
い
う
疑

問
は
地
域
協
力
研
究
の
焦
点
の
一
つ
だ

が
、
本
稿
は
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め

の
事
例
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
メ

コ
ン
河
流
域
諸
国
の
間
で
は
、
現
在
複

数
の
協
力
枠
組
み
や
地
域
機
構
が
設
け

ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
経
済
開
発

を
め
ぐ
る
枠
組
み
で
あ
り
、
安
全
保
障

に
関
す
る
協
力
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
（
参
考
文
献
⑤
）。
こ
れ
ま
で
協
力

表４　メコン河上流域における合同パトロール協力をめぐる動き
年 月日 出来事

中国の関わる動き UNODC による動き
1992 メコン 6 カ国、UNODC と違法薬物対策のための MOU 締結

2010 1 月 UNODC によるメコン河流での合同法執行プログラム「PATROL」開
始 (2014 年 6 月まで）カンボジアとベトナムがこの年に参加

2011 10 月 5 日 「メコン河の惨劇」事件発生

2011 10 月 31 日 第 1 回 4 カ国メコン河法執行・安全協力会議、北京にて開催 ( 中国公安部長、
ラオス国防相兼副首相、ミャンマー内相、タイ副総理が参加 )

2011 11 月 15 日 タイ、15 日の閣議で中国との協力について承認

2011 12 月 10 日 中国関累にメコン河合同パトロール合同司令部を設置。各国に連絡拠点を
設置することで合意

2011 12 月 13 日 第 1 回 4 カ国合同パトロール実施
2012 タイ、UNODC の PATROL に参加
2012 PATROL、薬物対策から国境管理に重点をシフト

2012 8 月 7 日 中国の援助により、ラオス・ボケーオ県ムアンモーン郡トンプーンに合同
パトロール連絡拠点設置決定

2012 12 月 2 日 第 7 回合同パトロール実施
2013 1 月 13 日 ミャンマー、UNODC の PATROL に参加
2013 12 月 25 日 第 17 回合同パトロール実施
2014 5 月 29 日 UNODC、中国国家麻薬対策委員会弁公室長劉躍進と会見、麻薬対策に関するメコン地域での協力で合意

2014 12 月 11 日 中国、ラオス、ミャンマー、タイによる麻薬コントロールのための 4 カ国
ワークショップを開催（チェンライ）

2015 1 月 7 日 第 5 回会合実施（ラオス・ボケーオ）。中国雲南省、ラオス、タイ、ミャ
ンマー代表が参加

2015 1 月 25 日 ラオス・ムアンモーンに 4 カ国合同パトロール連絡拠点完成

2015 8 月 30 日 タイにて、2015 年度第 3 回メコン河合同パトロール国家委員会開催。NSC、
外務省、麻薬管理局事務所、港湾局事務所、チェンセーン税関が参加

2015 10 月 24 日
メコン河流域法執行・安全協力閣僚会議開催。中国公安部部長郭声琨、ラ
オス公安相、ミャンマー副内相、タイ NSC 事務局長、カンボジア内務相，
ベトナム公安省警察長官が参加。ベトナムとカンボジアがオブザーバーと
して正式参加。「一帯一路」「メコンスピリット」に言及

2015 10 月 27 日
第 39 回合同パトロール実施。4 日間で 155 名、ラオス領ムアンモーン付
近のバーン・シャンコック水域 512 キロメートルを巡邏。10 隻の船、790
トンあまりの貨物、人員 64 名を検査

2016 3 月 UNODC のアレンジによる「ゴールデン・トライアングル」地帯共同パトロールに中国国家麻薬対策委員会弁公室副主任の魏暁軍が参加

2016 3 月 23 日 「4 カ国文化スポーツ交流活動」、景洪市にて 4 カ国から 100 名が参加。
2015 年までに 13 回同様のイベントが開催されている

2016 7 月 19 日 第 48 回合同パトロール実施
（出所）新聞、UNO DC ウェブサイトより、筆者作成。
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メコン河における国際河川航行協力の展開―水運航路開発から航行安全保障へ―

が
比
較
的
容
易
だ
と
い
わ
れ
る
経
済
問

題
に
専
心
し
て
き
た
メ
コ
ン
地
域
諸
国

が
、
非
伝
統
的
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
警

察
協
力
と
し
て
の
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
、

他
の
近
接
分
野
（
伝
統
的
安
全
保
障
）

や
「
一
帯
一
路
」
の
よ
う
な
政
治
的
協

力
の
た
め
の
構
想
と
ど
の
よ
う
に
関
係

さ
せ
る
の
か
、
今
後
の
さ
ら
な
る
観
察

と
考
察
が
待
た
れ
る
。

　

メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
現
在
中
国
語
以
外
で
情
報
が
発

信
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
の
方
向

性
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
透
明
で
あ
る
。

中
国
政
府
に
よ
る
南
シ
ナ
海
で
の
軍
事

的
行
動
と
併
せ
て
、
メ
コ
ン
河
の
合
同

パ
ト
ロ
ー
ル
を
中
国
に
よ
る
支
配
圏
の

拡
大
を
目
指
し
た
動
き
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
議
論
も
み
ら
れ
る
（
参
考
文

献
⑥
）。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
コ
ン
河

の
惨
劇
の
過
程
で
み
る
限
り
、
中
国
は

メ
コ
ン
河
流
域
で
国
内
法
を
執
行
す
る

た
め
の
措
置
を
ほ
し
い
ま
ま
に
行
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
稿
が

扱
っ
た
事
例
か
ら
は
、
中
国
が
メ
コ
ン

河
で
自
国
民
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め

に
は
、
タ
イ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス

と
い
っ
た
近
隣
諸
国
の
同
意
と
協
力
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
う

し
た
合
意
と
協
力
を
得
る
た
め
の
仕
掛

け
と
し
て
多
国
間
協
力
枠
組
み
で
あ
る

メ
コ
ン
河
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
提
唱
す

る
に
至
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

今
後
は
タ
イ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス

な
ど
の
近
隣
国
側
が
こ
う
し
た
枠
組
み

に
ど
う
い
う
利
害
を
見
出
し
、
協
力
の

呼
び
か
け
に
呼
応
し
た
の
か
と
い
う
過

程
の
検
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

分
析
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

JP16676692

（「
東
ア
ジ
ア
地
域
統
合

の
新
展
開
と
日
米
中
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
代

表
：
大
庭
三
枝
）
お
よ
び

JP16744674

（「『
メ
コ
ン
』
概
念
の

誕
生
：
メ
コ
ン
委
員
会
か
ら
Ｇ
Ｍ
Ｓ
へ
」

代
表
：
青
木
ま
き
）
の
助
成
を
受
け
た
。

（
あ
お
き　

ま
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅰ
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
注
》

⑴ 

二
〇
一
六
年
八
月
二
二
日
に
チ
ェ
ン

セ
ー
ン
商
業
港
税
関
で
入
手
し
た
資

料
。
な
お
橋
谷
は
、
Ａ
Ｄ
Ｂ
の
資
料

を
基
に
二
〇
〇
六
年
に
同
じ
ル
ー
ト

で
総
貨
物
量
三
九
万
ト
ン
を
記
録
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
参
考
文

献
①
、
六
五
ペ
ー
ジ
）。

⑵ B
B

C
 N

ew
s, "C

hinese C
rew

 
K

illed 'by D
rugs G

ang' on 
M

ekong River," 10th O
ctober 

2011 ( http://w
w

w
.bbc.com

/

new
s/w

orld-asia-pacific- 
15239618) Bangkok Post, 10 
O

ctober 2011.

⑶ 

文
滙
網
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日

「
中
國
12
船
員
金
三
角
被
殺
慘
況
直
擊
」

（http://new
s.w

enw
eipo.com

/2011/10/10/IN
1110100034.

htm

）。

⑷ 

雲
南
網
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
一
日

「
雲
南
已
暫
停
中
國
籍
客
貨
船
隻
在

湄
公
河
航
運
」( http://w

w
w

.
zw

bk.org/M
yLem

m
aShow

.
aspx?zh=zh-tw

&
lid=219230

）。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
商
船
航
路
は

二
〇
一
一
年
一
二
月
に
再
開
さ
れ
た

が
、
観
光
フ
ェ
リ
ー
の
国
際
航
行
は

二
〇
一
六
年
現
在
も
停
止
し
て
い
る
。

⑸ 

新
华
每
日
电
讯　

五
版
二
〇
一
一
年

一
〇
月
一
一
日
「
外
交
部
确
认
中
国

两
货
船
湄
公
河
遇
袭
」（http://

n
e

w
s.x

in
h

u
a

n
e

t.c
o

m
/

m
rdx/2011-10/11/c_131184323.

htm

）。

⑹ 

文
滙
網
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
四
日

「
中
國
公
安
代
表
團
與
泰
警
察
總
監

會
談
」（http://new

s.w
enw

eipo.
com

/2011/10/24/IN
1110240092 

.htm

）。

⑺ "Shan D
rug K

ingpin Blam
ed 

for 12 D
eaths in M

ekong," 
Bangkok Post, 10 O

ctober 

2011.

⑻ 

な
お
事
件
で
殺
さ
れ
た
一
三
名
の
船

員
の
遺
族
二
九
名
に
対
し
て
は
、
刑

事
裁
判
と
平
行
し
て
行
わ
れ
た
民
事

訴
訟
で
、
死
刑
執
行
後
に
ノ
ー
カ
ム

の
資
産
か
ら
六
〇
〇
万
元
の
賠
償
金

が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
判
決

が
下
さ
れ
て
い
る
（
法
制
日
报

http://w
w

w
.chinanew

s.com
/

fz/2013/03-01/4605774.shtm
l

）。

⑼ N
ansue phim

 Phujadkarn, 
M

anager O
nline 

二
〇
一
一
年
一
〇

月
二
九
日
（http://w

w
w

.m
anager.

co.th
/L

ocal/V
iew

N
ew

s.
aspx?N

ew
sID=9540000137634

）。

⑽ "A
ttack on Chinese Ships W

as 
P

ersonal, Says C
halerm

," 
Bangkok Post, 30 O

ctober 
2011.

⑾ "Prayudh kho khw
am

pentham
 

9 thahan phuaphan khadi kha 
13 lukreua jin klang nam

khong," 
Prachathai, 3 N

ovem
ber 2011

（h
ttp

://p
rach

atai.com
/

journal/2011/11/37729

）, BBC 
N

ew
s, "M

ekong R
iver T

rial 
M

urder M
ystery,"21 Septem

ber 
2012

（http://w
w

w
.bbc.com

/
new

s/w
orld-asia-19671446

）.

⑿ K
lum

gnan khnakam
athikan 

2555 "Raikan Phonganphijarana
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suksa titam
 hetkadkam

 lukre
ua sanchatjin jam

nuw
an 13 sop 

boriw
en lum

m
aenam

ukhong ja
ngw

at chiangrai (m
iti　

dan ku
w

am
m

ankhong) doi khanagam
atigan kw

am
m

ankhong haeng 
rat sapha phutaenratsadon"

（
下

院
安
全
保
障
委
員
会
に
よ
る
チ
ェ
ン

ラ
イ
県
メ
コ
ン
河
流
域
に
お
け
る
中

国
人
船
員
一
三
名
の
殺
害
事
件
に
関

す
る
調
査
結
果
報
告
書(
安
全
保
障

の
見
地
よ
り
）K

lum
ngan khana

kam
athikan kw

am
m

ankong ha
eng rat, Sam

nak kam
m

athikan 
2 Sam

nak sapha phuthaeng rat
sadon, P.29.

⒀ "A
lleged D

rug Lord Blam
es 

T
hai A

rm
y for M

ekong 
K

illings," T
he N

ation
, 21 

Septem
ber 2012

（http://w
w

w
.

n
ation

m
u

ltim
ed

ia.com
/

national/A
lleged-drug-lord-

b
lam

es-T
h

ai-A
rm

y
-for-

M
ekong-kill-30190847.htm

l

）。

⒁ 

雲
南
網
二
〇
一
二
年
九
月
二
二
日

「
泰
国
警
方
召
开
发
布
会

：

九
名
不

法
军
人
参
与
抛
尸 

年
底
判
决
」（htt

ps://w
w

w
.evernote.com

/
H

om
e.action#n=441a3b52-ae34-

4396-9eec-acb45a6d9450 
&

ses=4&
sh=2&

sds=5&

）。
な
お

タ
イ
国
家
警
察
は
、
同
様
の
発
表
を

二
〇
一
三
年
三
月
一
日
の
ノ
ー
カ
ム

死
刑
執
行
の
日
に
併
せ
て
行
っ
て
い

る
。Independent N

ew
s N

etw
o

rk, 1 M
arch 2013 (http://w

w
w

.
innnew

s.co.th/show
new

s/show
?new

scode=437696).

⒂ T
reaty betw

een the K
ingdom

 
of T

hailand and the People's 
Republic of China on Extradition, 
28 January, 2005. 

⒃ 

環
球
時
報
二
〇
一
三
年
二
月
二
八
日

「
湄
公
河
惨
案
首
犯
糯
康
明
执
行
死

刑 

九
名
泰
国
军
人
尚
未
被
起
诉
」

（http://career.youth.cn/
zx

zx
/201302/t20130228 

_2918642.htm

）、
中
国
警
察
網
二

〇
一
二
年
一
一
月
七
日
「
糯
康
案
一

审
判
决
热
点
解
读
」（http://626.

cp
d

.com
.cn

/n
13657031/

c14570743/content.htm
l

）

（http://w
w

w
.vancouversun.

com
/new

s/jonathan+m
anthorp

e+thai+soldiers+still+aw
aiting

+trial+m
ekong+river+m

urde
rs/8112356/story.htm

l

）。

⒄ 27 Septem
ber, 2016 (https://

w
w

w
.evernote.com

/H
om

e.
action#n=5547760a-effd-4f84-
8

5
a

f-6
7

2
fc

9
e

a
d

5
d

9 
&

ses=4&
sh=2&

sds=5&

　

最
終

ア
ク
セ
ス
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇

日
）。

⒅ 

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
「
中
老
缅

泰
湄
公
河
流
域
执
法
安
全
合
作
会
议

在
京
举
行
」
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三

一
日
（http://w

w
w

.m
ps.gov.cn/

n2253534/n2253535/n2253536/
c4023862/content.htm

l 

最
終
ア

ク
セ
ス
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
日
）。

⒆ 

具
体
的
に
は
中
国
公
安
辺
防
海
警
部

隊
（
二
〇
一
三
年
以
降
は
国
家
海
警

局
）、
ラ
オ
ス
国
家
警
察
、
タ
イ
国

家
水
上
警
察
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
警
察
が

参
加
し
て
い
る
。

⒇ 

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
二
〇
一
六

年
一
〇
月
二
六
日
発
表
「
中
老
缅
泰

第
五
一
次
湄
公
河
联
合
巡
逻
执
法
启

动
」（http://w

w
w

.m
ps.gov.cn/

n2254098/n4904352/c5530221/
content.htm

l

）。

� 

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
二
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ps.gov.cn/
n2253534/n2253539/c5192594/
content.htm

l

）。

《
参
考
文
献
》

① 

橋
谷
弘
「
中
国
雲
南
省
と
東
南
ア
ジ

ア
を
結
ぶ
交
通
ル
ー
ト
の
現
状 

―

―
大
メ
コ
ン
圏
に
お
け
る
水
路
と
陸

路
―
―
」（『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

科
学
』
第
三
三
巻
、
二
〇
一
一
年
）

六
三
―
八
二
ペ
ー
ジ
。

② 

宇
佐
波
雄
策
「
メ
コ
ン
川
へ
進
出
し

た
中
国
船
の
動
向
―
―
一
九
九
〇
年

～
二
〇
一
〇
年
の
観
察
か
ら
―
─
」

（『
九
州
国
際
大
学
国
際
関
係
学
論

集
』
六
巻
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
一

一
年
）
七
九
―
一
四
二
ペ
ー
ジ
。

③ A
D

B, Tow
ard Sustainable and 

Balanced Developm
ent, Strategy 

and A
ction Plan for the Greater 

M
ekong Subregion North–South 

Ecom
om

ic Corridor, M
anila: 

A
D

B, 2011.

④ 

日
本
国
際
貿
易
促
進
協
会
「
中
国
―

―
ア
セ
ア
ン
物
流
事
情
に
関
す
る
調

査
研
究　

報
告
書
」
二
〇
一
三
年
八

月
。

⑤ 

青
木
ま
き
「
メ
コ
ン
サ
ブ
地
域
の
出

現
―
―
域
内
国
の
模
索
と
域
外
国
の

関
与
―
―
」（
大
庭
三
枝
編
著
『
東

ア
ジ
ア
の
か
た
ち
―
―
秩
序
形
成
と

統
合
を
め
ぐ
る
日
米
中
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
交
差
―
―
』
千
倉
書
房
、
二
〇
一

六
年
）
一
二
一
―
一
五
五
ペ
ー
ジ
。

⑥ 

天
野
健
作
「
メ
コ
ン
川
の
水
資
源
を

め
ぐ
る
中
国
と
米
国
」（『
水
文
・
水

資
源
学
会
誌
』
第
二
七
巻
第
二
号
、

二
〇
一
四
年
）
七
七
―
八
三
ペ
ー
ジ
。

12_分析リポート.indd   42 16/12/07   18:39


